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研究成果の概要：インドの農業生産は持続的に成長を続けている。本研究では、制度的要因、

つまり土地改革を中心とする一連の農業立法が、農業成長の重要な背景をなしたであろうとの

立場から、西ベンガル州を事例にして立法の歴史をほぼ網羅的に調査した。その結果、土地改

革が終わる 1955 年までの約 20 年間に、実に 130 件以上の農業関連法案が審議され、しかも
その大半が議員提案だったことが明らかになった。この事実は、農業政策の形成過程が従来考

えられてきたよりはるかに幅広く深い背景をもつものだったことを示唆している。インドの土

地改革は否定的に評価されることが多かったが、本研究によって、より広い文脈の中に置き直

して再評価するための資料的な基礎を据えることができたのではないかと考えている。 
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１．研究開始当初の背景 
 インドの経済成長率は最近高い水準で推
移し、経済危機で成長率が低下した後も、
５％台を維持している。その原因に関して
様々な議論があるが、農業生産が順調で、国
内市場拡大の下支えになっていることを重
視する点については見解が一致している。 
 それでは、農業生産はなぜ増加し続けてい
るのであろうか。この問題については、「緑

の革命」等の技術的要因から説明する立場と、
土地改革等の制度的要因を重視する立場が
あり、論争になっている。そこで研究史を検
討してみると、農業技術の革新とそのインパ
クトについては、実地調査に基づいた詳細な
研究が積み重ねられてきたのに対して、土地
改革等に関しては、改革実施当時に主に農業
経済学者によって、改革が不十分であるとの
批判がなされた後、議論がそれほど進んでい
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ないとの印象を受ける。特に、制度改革の評
価は、長期的・歴史的な視点からなされる必
要があると考えられるが、歴史研究者による
土地改革の研究がほとんど行われていない
のが特徴的である。 
 本研究は、以上の点を踏まえて、土地改革
を中心に、インド農業の制度的な枠組みがど
のように変化したのか、歴史的・時系列的に
追跡しようとしたものである。 
 
２．研究の目的 
 事例として取り上げたインド・ベンガル州
では、1937年に、選挙によって選ばれたイン
ド人民族主義者の州内閣が初めて成立した。
この内閣は上層農民（上層ライオット）を支
持基盤とするものだったので、18世紀末以来
続く植民地的な大土地所有制度（ザミンダー
リー制）の撤廃を要求する声が高まり、1940
年、ザミンダーリー制廃止の方向が打ち出さ
れた。この流れは、47年にインドとパキスタ
ンが分離して独立し社会が混乱したために
一時停滞したが、53年から 55年にかけて土
地改革法（西ベンガル州地所取得法と西ベン
ガル州土地改革法）が制定され、ザミンダー
リー制の廃止が実現した。しかし下層農民で
ある分益小作人（バルガダール）が除外され
るなど、この土地改革には不十分な点があっ
たので、改革の試みが続けられ、77年に州政
権についたレフトフロントが実施した「オペ
レーション・バルガ」と呼ばれるバルガダー
ル保護政策によって、一応土地改革が終わっ
たと見なされるにいたった。 
 西ベンガル州における農業制度の改革の
歴史は、大略以上のように要約できるが、し
かし実は、制度改革のために行われた法律の
制定過程や、法案をめぐる議論について歴史
的研究はほとんど行われていない。そこで本
研究では次の点を明らかにすることを目指
した。 
 （１）1937年から 1980年ころまでの、農
業関連法と法案を網羅的にリストアップし、
実証的研究の基盤を整備する。 
 （２）農業発展の制度的要因の中では、土
地改革、農村金融、農村開発計画の三つに着
目し、これら三者の制度設計と意思決定のプ
ロセスを実証的に分析する。 
 （３）「緑の革命」による技術革新はアメ
リカのフォード財団に負うところが大きか
ったことが知られている。制度改革において
も国際的な影響はなかったか、実証的に明ら
かにする。 
 
３．研究の方法 
 本研究は歴史的研究なので、インド等の図
書館・文書館における現地史料調査による研
究方法を取った。なお、官僚等とのインタビ
ューを予定していたが、文献が膨大な量にな

ることが判明したので、史料を時系列的に揃
えることに集中することとした。具体的には、
ベンガル州政府官報（Calcutta Gazette）と
ベ ン ガ ル 州 議 会 議 事 録 （ Assembly 
Proceedings: Official Report of the (West) 
Bengal Legislative Assembly）を年代順に
閲覧し、法律・法案の原文と議事録の関連す
る部分を網羅的に収集することを軸に据え
て、史料調査を進めた。 
 ３年間の研究期間内に７回現地史料調査
を実施した。訪問した図書館と文書館は次の
通りである。 
x 西ベンガル州政府図書室（Secretariat 

Library）（コルカタ） 
x 西ベンガル州政府土地・地租省図書室

（Board of Revenue Library）（コルカ
タ） 

x 西ベンガル州知事官邸記録室（Raj 
Bhavan Record Room）（コルカタ） 

x インド国立図書館（National Library）
（コルカタ） 

x 西ベンガル州政府公文書館（West 
Bengal State Archives）（コルカタ） 

x ネルー記念図書館（Jawaharlal Nehru 
Memorial Museum and Library）（ニュー
デリー） 

x イ ン ド 国 立 公 文 書 館 （ National 
Archives of India）（ニューデリー） 

x フォード財団研究センター（Ford 
Foundation Research Center（ニューヨ
ーク） 

x 世界銀行グループ文書館（World Bank 
Group Archives）（ニューヨーク） 

x ニューヨーク市立図書館（New York 
Public Library）（ニューヨーク） 

x アメリカ合州国国立公文書館（National 
Archives and Records Administration）
（カレッジパーク） 

 以上の他、アジア経済研究所図書室（千葉
県幕張）でも史料調査を行った。また、勤務
先の東洋文化研究所が所蔵する州議会議事
録のマイクロフィッシュ（1944年まで）も調
査した。 
 
４．研究成果 
 主な研究成果は次の通りである。 
（１）ベンガル州に初めてインド人民族主義
者の政府が成立した 1937年から、土地改革
関連法案の制定が終わった 1955年までの間
の、法律・法案の原文と議事録の関連する部
分をほぼ全て集めることができた。インドの
図書館の事情により一部の官報の閲覧がで
きなかったため、欠けている部分があるが、
欠落部分は多くない。 
（２）このようにして収集した史料は数千ペ
ージに上るため、まだ精査の途中であるが、
取りあえず次の諸点を明らかにし、また、新



 

 

しい論点を発見することができた。 
◎土地制度、農村金融を初めとする多様な問
題について、非常の多くの法案が州議会に提
出され審議されている。総数は判明している
だけでおよそ135件に達する。しかも、1947
年の分離独立までは、その大部分を議員提案
が占めている。主なものについて見ると次の
ようになる。 
x ベンガル借地法（Bengal Tenancy Act）

改正案（ライオットとザミンダールの関
係を規定する基本法の改正）：約50件、
内議員提案約40件。（別表参照） 

x 農業者債務者法（Agricultural Debtors 
Act）改正案：12件、内議員提案10件 

x 農 地 譲 渡 法 案 （ Alienation of 
Agricultural Land Bill）：（農地を非農
業者が取得するのを禁止したり、ライオ
ットがいったん譲渡した土地を買い戻
すことができるようにすることを目的
とした新規立法）：６件、内議員提案４
件 

x 地代減免非常法案（Emergency Rent 
Reduction/Remission Bill）：４件、全
て議員提案 

x 金貸法（Money-Lenders Act）改正案：
約11件、全て議員提案 

x 地租公売法（Land-Revenue Sales Act）
改正案（ザミンダールの地所が地租滞納
のため公売に付されたとき、ライオット
の権利が解消されてしまう規定になっ
ていた。その改正を求めたもの）：８件、
内議員提案７件 

x ヒンドゥー女性農地権利法案（Hindu 
Women’s Right to Agricultural Land 
Bill）(ヒンドゥー女性が農地を相続す
る際の障害を取り除き、また寡婦を保護
するための法案)：４件、全て議員提案 

x バ ル ガ ダ ー ル 法 （ Bargadars Act 
[Regulation Bill 等ともいう]）（分益
小作人の保護を目的とする法案）：４件、
全て政府提案 

 
◎以上の他に、土地改革のもう一つのピーク
をなす「オペレーション・バルガ」の時期
（1977年以降）に関して、重要な政府刊行物
21点を入手した。その結果、1937年からお
よそ 40年間の農業関連立法の変遷を跡づけ
ることがほぼ可能になった。 
◎1955年までの時期について、およそ135の
法案の提案者を見ると、議員提案者の大半が
ムスリムだったことが分かる。しかし、印パ
分離独立以後、ムスリムの提案者は皆無とな
る。他方、バルガダール（分益小作人）の保
護を目的とする法案は、すべて政府によって
提案されている。これらの事実は、東ベンガ
ルのムスリム上層農民の利害を代弁する議
員が土地改革にきわめて大きな役割を果た

したことと、及び、印パ独立で彼らが東パキ
スタンに行ってしまったことが、西ベンガル
州の土地改革を遅らせる大きな原因になっ
たこと、この二つを示していると言える。二
つのうち前者は通説の確認にすぎないが、印
パ分離独立が土地改革にいかなる影響を及
ぼしたかという論点は、これまでまったく議
論されてこなかった新しい問題であり、さら
に研究を進めていきたいと考えている。 
◎次に、法案の内容を検討してみると、ザミ
ンダールを擁護する趣旨のものもあるが、大
部分は、ザミンダールの権利を制限したり、
廃止したりする一方で、ライオットの権利を
拡大し、確立することを目指すものである。 
 そうした一般的な傾向の中で注目される
のは、地代の減免や、いったん売却したライ
オット保有地の買い戻しあるいは無償返却
を目的とする、比較的急進的な法案が議員に
よって繰返し提案されていることである。こ
のことは、ムスリム上層農民の政党とされる
農民大衆党や、地主層等のムスリム・エリー
トを基盤とするムスリム連盟に、社会主義者
等の急進的な分子が浸透しつつあったこと
に照応している。 
 もう一つ注目されるのは、当時のベンガル
農村社会の状況を考えた場合、非常に深く広
い社会的含意をもったであろうと思われる
提案が随所でなされていることである。例え
ば、女性の農地の相続権を確立するとか、ラ
イオットの宅地に対する権利を認めさせる
とか、ライオット保有地にモスクを建てたり、
定期市を設立したりする自由を主張すると
かいった趣旨の条項である。宅地を例にとて
見れば、ベンガルでは宅地は 18世紀以来ザ
ミンダールの所有地とされ、ライオットは高
い地代を課されていたから、この提案はライ
オットのザミンダールからの自立を主張す
る象徴的な意味を持っていたと捉えること
ができる。こうした事実は、インドのケース
においても、土地改革を単に農業経済上の改
革と捉えるのでは不十分であることを示唆
するものである。人類学、ジェンダー研究、
社会学等の視点を取り入れて、複合的な視点
から研究を進め、土地改革がもった広く深い
意味を、ベンガル農村固有の社会構造に即し
て、再評価することが求められているのでは
なかろうか。農業生産の増加を単に技術革新
に還元するのではなく、より広い歴史的文脈
で捉えようとするとき、この視点は重要な意
味をもつことになるであろう。 
◎農業関連法案の立法過程の分析はこれま
で、農民運動等の社会運動や政治運動と直接
的に関連させてなされることが多く、不十分
な点を残している。そこで本研究においては、
政策の形成プロセスそのものを解明するこ
とを目標に掲げたが、十分な史料を収集する
ことができたとは言い難い。しかし、州議会



 

 

で白熱した審議が行われたことは、収集した
議事録から明らかである。閣議においても、
官僚が準備した充実した参考資料に基づい
て、突っ込んだ議論が戦わされていたことを
示す史料がある。また、土地行政に携わる官
僚には優秀なテクノクラートが多く、優れた
レポートを残している。つまり、本研究によ
って、内閣—官僚機構—州議会のレベルにおけ
る政策決定のプロセスを、社会運動や政治運
動からは相対的に自立した次元として捉え、
分析するための手がかりは得られたと考え
られるので、別の角度から史料調査を続けた
いと思っている。翻って考えてみると、ザミ
ンダーリー制の撤廃や農民問題は、史上初め
て登場した民族主義者の州政府が取り組ん
だ最も重要な課題であった。政府レベルの意
思決定プロセスの研究は、インド・ナショナ
リズムの理解を深めることにも資するとこ
ろが大きいであろう。 
◎本研究では、インドの土地改革への国際的
な影響を解明することを柱の一つとした。こ
の問題については、冷戦が始まると、アメリ
カがインドの国内を安定させ反共の砦とす
るために、ネルーが主導する土地改革を支持
したとされてきた。本研究では、この点をさ
らに掘り下げて明らかにすることができた
と考える。 
 インドの土地改革が実行された 50年代前
半に駐印アメリカ大使だったのはボールズ
（在任1951～53）である。ボールズはかなり
急進的なニューディーラーで、トルーマン大
統領が掲げたポイント・フォア計画の下で、
農村開発計画と並行して土地改革を熱心に
推進した。ＧＨＱにあって日本の農地改革で
中心的な役割を果たしたラデジンスキーを、
インドに呼び寄せたのもボールズであった。
リベラル左派の立場からインドの農業政策
の策定に直接関ろうとするボールズの基本
姿勢は、それまで保守的で慎重だったアメリ
カのインド政策の大きな転換であった。ネル
ー首相はこのことに注目し、ボールズの意見
に耳を傾けたようである。例えばボールズは、
ネルーと長時間議論し、慎重な姿勢を見せる
ネルーに土地改革を断行する必要性を説い
たと国務省に報告している。 
 他方、フォード財団のニューデリー事務所
は、冷戦のために印米外交関係がぎくしゃく
する中で、第二の大使館とも言うべき役割を
果たしていた。長年にわたりこのニューデリ
ー事務所長を務めたエンスミンガーという
人物は、ネルーの厚い信任を得て、計画委員
会等の関係省庁と密接な連携を取りながら、
フォード財団の資金で農村開発計画を推進
したと回想している。 
 また、ＵＰ州のエタワ県で農村開発計画を
実際に指揮したメイヤーというアメリカ人
は、ネルーの個人的な支持をバックにして計

画を推進したと書き残している。 
 インドの土地改革と農村開発は、社会主義
やガンディー主義などの複雑な背景の下に
推進された政策であり、アメリカの影響を過
大評価することは慎まなければならない。し
かしネルーが、対外的にはアメリカ批判を繰
り返しながら、国内ではアメリカとの接触を
維持し、国内利害が錯綜する中で土地改革や
農村開発を進めるために、アメリカの力を利
用したことは確かなように思われる。ニュー
ディールの影響が残るトルーマン政権時代
までは、「社会主義」者ネルーが率いるイン
ドとアメリカが、経済・社会政策において協
調する余地が残されていたと見るべきであ
ろう。 
  
◎別表：ベンガル借地法改正法案一覧
（1937-1955）［およその提案年月、法案名、
提案者の順に表示］ 
 
September 1937, The Bengal Tenancy 
(Amendment) Bill, 1937, Official. 
 
December 1937, The Bengal Tenancy 
(Amendment) Bill, 1937, Jonab Ali 
Majumdar. 
 
December 1937, The Bengal Tenancy 
(Amendment) Bill, 1937, P. Banerjee. 
 
December 1937, The Bengal Tenancy 
(Amendment) Bill, 1937, Rasik Lal Biswas. 
 
December 1937, The Bengal Tenancy 
(Amendment) Bill, 1937, Abdul Bari. 
 
December 1937, The Bengal Tenancy 
(Amendment) Bill, 1937, Aftab Hosain 
Joardar. 
 
December 1937, The Bengal Tenancy 
(Amendment) Bill, 1937, Asimuddin Ahmed. 
 
December 1937, The Bengal Tenancy 
(Amendment) Bill, 1937, Atul Chandra 
Kumar. 
 
December 1937, The Bengal Tenancy 
(Amendment) Bill, 1937, Azhar Ali. 
 
December 1937, The Bengal Tenancy 
(Amendment) Bill, 1937, Giasuddin Ahmed. 
 
December 1937, The Bengal Tenancy 
(Amendment) Bill, 1937, Idris Ahmed Mia. 
 
December 1937, The Bengal Tenancy 



 

 

(Amendment) Bill, 1937, Md. Israil. 
 
December 1937, The Bengal Tenancy 
(Amendment) Bill, 1937, Mirza Abdul Hafiz. 
 
December 1937, The Bengal Tenancy 
(Amendment) Bill, 1937, Muhammad Abdul 
Jabbar Palwan. 
 
December 1937, The Bengal Tenancy 
(Amendment) Bill, 1937, Ramizuddin Ahmed. 
 
December 1937, The Bengal Tenancy 
(Amendment) Bill, 1937, Rasik Lal Biswas. 
 
December 1937, The Bengal Tenancy 
(Amendment) Bill, 1937, Sasanka Sekhar 
Sanyal. 
 
December 1937, The Bengal Tenancy 
(Amendment) Bill, 1937, Shahed Ali. 
 
January 1938, The Bengal Tenancy 
(Amendment) Bill, 1938, Maulvi Abu Hossain 
Sarkar; Manmatha Nath Roy. 
 
March 1938, The Bengal Tenancy (Amendment) 
Bill, 1938, Official. 
 
March 1938, The Bengal Tenancy (Second 
Amendment) Bill, 1938, Official. 
 
July 1938, The Bengal Tenancy (Act) 
Amendment Bill, 1938, 不明 
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